
新潟市告示第１９２号                     掲示期間 4.1-4.10 

 

新潟市横越体育センター使用料徴収事務の委託について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づき、新潟市

横越体育センター使用料の徴収事務を令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

の期間、次のとおり委託したので、同法第２４３条の２第２項の規定により告示する。 

 

   令和７年４月１日 

 

新潟市長  中 原 八 一 

 

 

徴収事務を行う場所 徴収事務受託者 

新潟市江南区二本木３丁目２番５０号 

新潟市横越体育センター 

 

新潟市江南区二本木３丁目２番５０号 

二本木地区コミュニティセンター管理運営

委員会 

会長 大竹 道智 

 


